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老上西学区まちづくり協議会職員就業規則 

 

（趣旨） 

第１条  この規則は、老上西学区まちづくり協議会（以下、協議会という）職員の職務、

勤務条件等に関して必要な事項を定める。 

（労働条件の明示） 

第２条  職員を採用するときは、給与、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、そ

の他の労働条件を記した採用条件通知書（採用辞令）およびこの規則を交付して労働

条件を明示するものとする。 

（採用手続き） 

第３条  協議会は、職務の遂行に必要な知識および技能を有する者を広く募集し、それ

に応募した者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用するものとする。 

（採用時の提出書類） 

第４条  職員として採用された者は、採用された日から２週間以内に次の書類を提出

しなければならない。 

   （１）履歴書 

   （２）住民票記載事項証明書 

   （３）自動車運転免許証の写し（ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。） 

   （４）給与所得者の扶養控除申告書（当年度分） 

   （５）年金手帳の写し、前職がある場合は雇用保険被保険者証の写し 

   （６）源泉徴収票（採用された年に他から給与所得を受けていた場合に限る。） 

   （７）個人番号カードの写し又は通知カード又は個人番号が記載された住民票記 

      載事項証明書の写しのいずれか 

   （８）前号で提出した書面に記載された事項がその者に係るものであることを証 

      するものとして番号利用法に定められる書類（運転免許証、パスポート等） 

２ 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面

で協議会に変更事項を届け出なければならない。 

３ 協議会は、第１項第７号により提供を受けた職員および職員の扶養家族の個人番

号は、以下の目的で利用する。 

   （１）給与所得の源泉徴収票作成事務 

   （２）健康保険・厚生年金保険届出事務 

   （３）国民年金第３号被保険者届出事務 

   （４）雇用保険届出事務 

   （５）労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

４ 協議会は、前項各号の利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知す

る。 
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（試用期間） 

第５条  新たに採用した者については、原則として採用日から３箇月間を試用期間と

する。 

２ 試用期間中に本採用とすることの判断ができないときは、前項の期間を最長３箇

月間延長することがある。 

３ 本採用の可否は、試用期間中の勤務態度、健康状態、能力等を総合的に勘案し、

試用期間の満了日までに決定し、通知する。 

４ 試用期間中の者が、次の各号のいずれかに該当した場合、試用期間中もしくは試

用期間満了時に本採用せずに解雇する。ただし、採用後１４日暦日を経過していな

い場合は、解雇予告手当を支払わずに解雇する。 

   （１）遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良である場合 

   （２）上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、誠実に勤務する姿勢が

ないなど勤務態度が不良である場合 

   （３）必要な指導をしたものの、協議会の求める能力に達せず、改善の見込み

がない場合 

   （４）採用前に協議会に申告した経歴に偽りがあった場合 

   （５）督促しても必要書類を提出しない場合 

   （６）健康状態が悪く、今後の業務に耐えられないと判断する場合 

   （７）第３６条に定める解雇事由、または第４０条第２項に定める懲戒解雇事

由に該当する場合 

５ 試用期間は勤続年数に通算する。 

（雇用期間） 

第６条  職員の雇用期間は、１年間（任用の日からその日の属する年度の末日まで）と

する。ただし、次のいずれかにより判断して任用更新することができる。 

   （１）任用満了時の業務量および従事している業務の進捗状況 

   （２）勤務成績、服務態度、健康状態 

（無期労働契約） 

第７条  通算契約期間が５年を超える職員は、別に定める様式で申込むことにより、現

在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契

約での雇用に転換することができる。 

２ 前項の通算契約期間は、平成２８年４月１日以降に開始する有期労働契約の契約

期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約

が締結されていない期間が連続して６ヶ月以上ある職員については、それ以前の契

約期間は通算契約期間に含めない。 

３ この規則に定める労働条件は、第１項の規定により期間の定めのない労働契約で

の雇用に転換した後も引き続き適用する。 
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（勤務日） 

第８条  職員の勤務日は次のとおりとする。 

   （１）勤務日は、１週間につき、４日または５日とする。休日は日曜日、年末年

始（１２月２９日から翌年１月３日まで）、国民の祝日に関する法律に規定

する休日とする。ただし、特に必要と認める場合は、勤務日の割り振りを、

事務局長については会長、その他の職員については事務局長が定めることが

できる。 

   （２）業務の都合上、必要な場合は、毎月１日を起算日とした１箇月単位の変形

労働時間制を採用し、勤務日ならびに勤務時間を定めた勤務表を事前に職員

へ通知するものとする。 

   （３）業務の都合により協議会が必要と認めるときは、予め第１項の休日を他の

日に振り替えることがある。 

（勤務時間） 

第９条  職員の勤務時間は次のとおりとする。 

フルタイム職員の勤務時間 

   （１）勤務時間は、原則１日当たり７時間４５分、1週間当たり３８時間４５分

とし、勤務時間帯は、８時３０分から１７時１５分まで（休憩時間１時間を

含む）とする。ただし、特に必要と認める場合は、始業、終業の時間を繰り

上げまたは繰り下げることができる。 

   （２）１箇月の期間を平均し、１週間の労働時間が週３８時間４５分を超えない

こととする。ただし、この場合においても、１日の勤務時間は１２時間を超

えてはならない。 

２ パートタイム職員の勤務時間 

   （１）勤務時間は、原則１日当たり６時間または７時間４５分、１週間当たり２

４時間、３０時間および３１時間とし、勤務時間帯は、1 日当たり６時間の

場合は８時３０分から１５時３０分まで（休憩時間１時間を含む）（早出）、

または１０時１５分から１７時１５分まで（休憩時間１時間を含む）（遅出）

のシフト制とし、１日当たり７時間４５分の場合は８時３０分から１７時１

５分まで（休憩時間１時間を含む）とする。ただし、特に必要と認める場合

は、始業、終業の時間を繰り上げまたは繰り下げることができる。 

   （２）１箇月の期間を平均し、１週間の労働時間が週２４時間、３０時間および

３１時間を超えないこととする。ただし、この場合においても、１日の勤務

時間は１２時間を超えてはならない。 

 ３ シフト勤務時間 

   （１）本条にて定める勤務時間において、業務の都合により勤務時間の変更が必

要な場合は、シフト勤務時間を適用することができる。シフト勤務時間の適
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用は勤務日の前日までに職員に通知するものとする。シフト勤務時間は別紙

第１のとおりとする。 

（休憩時間） 

第１０条  勤務時間の途中に１時間の休憩時間を置き、１２時から１３時までを原則

とする。ただし、業務の都合によりこれらを繰り上げ、または繰り下げることがある。 

（給与） 

第１１条  給与の額は、別に定める。 

（給与の計算期間および支払日）  

第１２条  給与は、毎月末日に締め切って計算し、当月２１日に支払う。ただし、支払

日が金融機関の休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。 

２ 前項の計算期間の中途で採用された職員または退職した職員については、月額の

給与は一箇月平均所定内労働日数（週４日勤務の場合は１６日、週５日勤務の場合

は２０日）を基準に日割り計算して支払う。日割り計算をする際の時間労働単価は、

下記のとおり算出する。 

                 基本給（月額） 

   時間労働単価 ＝ ------------------------------- （小数点以下四捨五入） 

             一箇月平均所定内労働時間数 

（給与の支払いと控除） 

第１３条  給与は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。 

２ 前項について、職員が同意した場合は、職員本人が指定する普通預金口座へ振込

により給与を支払う。 

３ 次に掲げるものは、給与から控除する。 

   （１）源泉所得税 

   （２）住民税 

   （３）健康保険、厚生年金保険および雇用保険の保険料の被保険者負担分 

   （４）職員代表と書面により給与から控除することとしたもの 

（欠勤の場合の給与） 

第１４条  欠勤が生じた場合は、当該欠勤日数（時間）に応じて給与を差し引くものと

する。ただし、給与計算期間の全てを休業した場合は、給与月額の全てを支給しない。

計算する際の時間労働単価は、第１２条第２項の定めに準ずる。 

（所定外労働） 

第１５条  業務の都合により、第９条の所定労働を超え、第８条の所定休日に労働させ

ることがある。 

２ 前項の場合、法定労働時間を超える労働、法定休日における労働については、予

め協議会は職員の過半数を超える職員より選出された代表者と書面による労使協定を

締結するとともにこれを労働基準監督署に届出、その範囲内で労働させる。 
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３ 時間外労働が生じた場合は、所定労働時間を超える時間について法令に基づき、

割増給与を支払う。 

（通勤手当） 

第１６条  通勤手当は、草津市臨時職員等の給与・勤務条件に関する要綱（平成２６年

４月１日告示第１２９号、以下「要綱」という。）に準じて支給する。ただし、通勤

手当の上限は、月額６，７００円とする。 

（旅費） 

第１７条  職員が出張した場合は、要綱に準じて旅費を支給する。 

（退職金） 

第１８条  退職金は支給しない。 

（賃金スライド制度） 

第１９条  草津市の指定管理者制度における賃金スライド制度を適用し、その制度に

準じて算出した給与を支給する。 

（賞与） 

第２０条  賞与は、原則として、本条第３項の基準日に在職する職員に対し、支給する。

ただし、経営環境の悪化その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。 

 ２ 賞与の額は、基本給（月額）に、１００分の７０を乗じて得た額に、本条第３項

の算定対象期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。なお、欠勤や休職などの不就労期間について

は、在職期間から除算する。 

   （１）６箇月 ―――――――――――――――― １００分の１００ 

   （２）５箇月以上６箇月未満 ――――――――― １００分の８０ 

   （３）３箇月以上５箇月未満 ――――――――― １００分の６０ 

   （４）３箇月未満 ―――――――――――――― １００分の３０ 

   （５）算定対象期間における勤務実績なし ――― 支給なし 

 ３ 賞与の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給

日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日にあたるときは同欄に定

める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日と

する。 

 

基準日 算定対象期間 支給日 

６月１日 １２月１日から５月３１日まで ６月３０日 

１２月１日 ６月１日から１１月３０日まで １２月１０日 

 

（社会保険等） 

第２１条  法令で定めるところにより、健康保険、厚生年金保険および雇用保険を適用
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する。 

（給与の非常時払い） 

第２２条  職員またはその収入によって生計を維持するものが、次のいずれかの場合

に該当し、そのために職員から請求があったときは、給与支払日前であっても、既往

の労働に対する給与を支払う。 

   （１）やむを得ない事由によって１週間以上帰郷する場合 

   （２）結婚または死亡の場合 

   （３）出産、疾病または災害の場合 

   （４）退職または解雇により離職した場合 

（服務規律） 

第２３条  職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会長また

は事務局（次）長の指示命令に従い、職務能率の向上および職場秩序の維持に努めな

ければならない。 

（個人情報保護） 

第２４条  職員は、協議会および関係団体等に関する情報の管理に十分注意を払うと

ともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 

２ 職員は、退職する際は、自らが管理していた協議会および関係団体等に関するデ

ータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。 

（セクシャルハラスメントの禁止） 

第２５条  性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害した

りするようなことをしてはならない。 

（パワーハラスメントの禁止） 

第２６条  職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務上必要

かつ相当な範囲を超える言動により、他の職員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、

就業環境を害したりするようなことをしてはならない。 

（妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止） 

第２７条  妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度また

は措置の利用に関する言動により、他の職員の就業環境を害するようなことをしては

ならない。 

（遅刻、早退、私用外出、欠勤等） 

第２８条  職員は、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用で勤務場所

から外出する場合は、事前に会長または事務局（次）長に対し申し出るとともに、承

認を受けなければならない。ただし、やむを得ぬ理由で事前に申し出ることができな

かった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。 

２ 前項の場合は、第１４条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する

給与は控除する。 
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３ 傷病のため継続して４日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければな

らない。 

（定年） 

第２９条  職員の定年は、満７０歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって

退職とする。 

（年次有給休暇） 

第３０条  採用日から６箇月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した職員に対

しては、１０日の年次有給休暇を与える。その後は、第６条に定める雇用期間におい

て所定労働日の８割以上出勤した職員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた

日数の年次有給休暇を与える。 

 

・勤続期間に応じた付与日数 

勤続期間 6箇月 １年 2年 3年 4年 5年 6年以上 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

 

２ 年次有給休暇の基準日は、採用日から６箇月間継続勤務し、所定労働日の８割以

上出勤した職員に対しては、６箇月を経過した日とする。その後雇用が更新された

場合の基準日は４月１日とする。また、年次有給休暇の付与日は４月１日から翌年

の３月３１日までとする。ただし、雇用が更新された場合において、前年度に付与

した年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、当該年度に限

り繰り越すことができる。 

（年次有給休暇の時間単位での付与） 

第３１条  年次有給休暇は、職員代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休

暇の日数のうち、１年について５日の範囲で時間（最少で１時間）を単位として取得

できる。 

２ 時間単位で年休を取得できる対象者は、すべての職員とする。 

３ 時間単位で年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以

下のとおりとする。 

   ・所定労働時間が６時間の職員…６時間 

   ・所定労働時間が７時間４５分の職員…８時間 

４ 給与の計算に当たっては、時間単位の年休取得時間については通常の勤務をした

時間として扱う。 

５ 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。 

（特別休暇） 

第３２条  職員には特別休暇を付与し、特別休暇の種類、付与日数等および取得単位、
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有給無給の別、は別表第１のとおりとする。 

（育児・介護休業、子の看護休暇等） 

第３３条  職員のうち、必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休

業、子の看護等休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のため

の時間外労働および深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮の措置等（以下「育児・

介護休業等」という。）の適用を受けることができる。 

 ２ 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定

める。 

（休職） 

第３４条  職員が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。 

   （１）業務外の傷病による欠勤が 1箇月を超え、なお療養を継続する必要がある

ため勤務できないとき                  ３箇月以内 

   （２）前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 

                                 必要な期間 

 ２ 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。た

だし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせる

ことがある。 

 ３ 無期労働契約の職員について、第１項第１号により休職し、休職期間が満了して

もなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。 

 ４ 第１項の休職期間については、給与は支給しない。 

（退職） 

第３５条  職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 

   （１）退職を願い出て協議会が承認したとき、または退職願を提出して１４

日を経過したとき 

   （２）期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき 

   （３）無期労働契約の職員について、第３４条に定める休職の期間が満了し、なおその

事由が消滅しないとき 

   （４）死亡したとき 

２ 職員が退職し、または解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務

の種類、地位、給与および退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。 

（解雇） 

第３６条  次の各号のいずれかに該当するときは、当初に定めた雇用期間にかかわら

ず、解雇することができる。 

   （１）勤務成績が良くない場合 

   （２）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えない場合 

   （３）前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 
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   （４）職の改廃または予算の減少により廃職等を生じた場合 

   （５）刑事事件に関し起訴され有罪が確定した場合 

   （６）服務に違反したと認められる場合 

   （７）その他前各項に準ずるやむを得ない事由があった場合 

（職員の個人情報の取り扱い） 

第３７条  協議会への提出書類および身上その他の個人情報（家族状況も含む）ならび

に健康診断書その他の個人情報は、次の目的のために利用する。 

   （１）協議会の労務管理、給与管理、健康管理 

  ２ 職員の定期健康診断の結果、職員から提出された診断書、産業医等からの

意見書、過重労働対策による面接指導結果その他職員の健康管理に関する情

報は、職員の健康管理のため利用するとともに、必要な場合には産業医等に

診断、意見聴取のために提供するものとする。 

（災害補償） 

第３８条  職員が業務上の事由または通勤により負傷し、疫病にかかり、または死亡し

た場合は、労働基準法および労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）に定め

るところにより災害補償を行う。 

（懲戒の種類） 

第３９条  協議会は、職員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の

区分により懲戒を行う。 

   （１）けん責 

    始末書を提出させて将来を戒める。 

   （２）減給 

    始末書を提出させて減給する。ただし、減給は１回の額が平均給与の１日

分の５割を超えることはなく、また、総額が１給与支払期における給与総額

の１割を超えることはない。 

   （３）出勤停止 

    始末書を提出させるほか、７日間を限度として出勤を停止し、その間の給

与は支給しない。 

   （４）懲戒解雇 

    予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労

働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当（平均給与の３０日分）

を支給しない。 

（懲戒の事由） 

第４０条  職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給または出

勤停止とする。 

   （１）正当な理由なく、無断欠勤が３日以上におよぶとき。 
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   （２）正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。 

   （３）過失により協議会に損害を与えたとき。 

   （４）素行不良で協議会内の秩序および風紀を乱したとき。 

   （５）第２３条、第２４条、第２５条、第２６条、および第２７条に違反し

たとき。 

   （６）その他この規則に違反しまたは前各号に準ずる不都合な行為があった

とき。 

２ 職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服

務態度その他情状によっては、普通解雇、減給または出勤停止とすることがあ

る。 

   （１）重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 

   （２）正当な理由なく無断欠勤が１４日以上におよび、出勤の督促に応じな 

     かったとき。 

   （３）正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退または欠勤を繰り返し、再 

     三の注意を受けても改めなかったとき。 

   （４）正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

   （５）故意または重大な過失により協議会に重大な損害を与えたとき。 

   （６）協議会内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、 

     その犯罪事実が明らかになったとき（当該行為が軽微な違反である場合を 

     除く。） 

   （７）素行不良で著しく協議会内の秩序または風紀を乱したとき。 

   （８）数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、 

     改善の見込みがないとき。 

   （９）第２３条、第２４条、第２５条、第２６条、および第２７条に違反し、 

     その情状が悪質と認められるとき。 

   （１０）許可なく職務以外の目的で協議会の施設、物品などを使用したとき。 

   （１１）職務上の地位を利用して私利を図り、または取引先などより不当な金 

     品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。 

   （１２）私生活上の非違行為や協議会に対する正当な理由のない誹謗中傷等で 

     あって、協議会の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為を 

     したとき。 

   （１３）正当な理由なく協議会の業務上重要な秘密を外部に漏えいして協議 

     会に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき。 

   （１４）その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。 

（施行期日） 
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第４１条  

   この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

   この規則は、令和 ３年８月１日から施行する。 

   この規則は、令和 ５年４月１日から施行する。 

   この規則は、令和 ６年４月１日から施行する。 

   この規則は、令和 ７年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

有給無給

の別 
特別休暇の種類 

付与日数等および

取得単位 

有給 育児時間休暇 職員が生後１年に達しない生

児を育てる場合 

１日２回それぞれ

３０分 

有給 忌引休暇 

 

 

親族が死亡した場合で、葬儀等

の行事のため勤務しないこと

が相当であると認められる場

合 

別表第２による 

有給 夏季休暇 夏季における諸行事や心身の

健康の維持および増進のため

勤務しないことが相当である

と認められる場合 

７月から９月まで

の期間内の３日 

無給 公民権の行使休暇 

 

選挙権その他公民としての権

利を行使する場合で、その勤務

しないことがやむを得ないと

認められる場合 

必要と認められる

期間または時間 

無給 裁判員休暇 

 

裁判員として裁判所へ出頭す

る場合で、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる

場合 

必要と認められる

期間または時間 

無給 病気休暇 負傷または疾病による療養の

ため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 

当年度において１

０日の範囲内で日

または時間 

無給 子の看護等休暇 小学校３年生修了までの子を

養育する職員が、その子の看護

や予防接種、健康診断、感染症

にともなう学級閉鎖、入園（入

学）式および卒園式に参加する

ため勤務しないことが相当と

認められる場合 

当年度において５

日（子が２人以上の

場合は、１０日）の

範囲内で日または

時間 

無給 介護休暇 配偶者等の負傷、疾病または老

齢により日常生活を営むのに

支障がある者の介護をするた

め、勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

当年度において５

日（対象者が２人以

上の場合は、１０

日）の範囲内で日ま

たは時間 
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無給 産前休暇 出産する予定である場合 

 

出産の予定日を含

む６週前 

無給 産後休暇 出産した場合 出産の日の翌日か

ら８週間 

無給 生理休暇 生理日の勤務が著しく困難で

ある場合 

必要と認める期間 

無給 結婚休暇 結婚する場合で、結婚式等の行

事のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

連続する７日の範

囲内の期間 

 

別表第２ 

死亡した者 日数 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） ５日 

血
族 

１親等の直系尊属（父母） ５日 

１親等の直系卑属（子） ５日 

２親等の直系尊属（祖父母） ３日 

２親等の直系卑属（孫） １日 

２親等の傍系親族（兄弟姉妹） ３日 

３親等の傍系尊属（伯叔父母） １日 

姻
族 

１親等の直系尊属（配偶者の父母） ３日 

１親等の直系卑属（子の配偶者、配偶者の子） １日 

２親等の直系尊属（配偶者の祖父母） １日 

２親等の傍系親族（兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹） １日 

３親等の傍系尊属（伯叔父母の配偶者） １日 

備考 

 １ 生計を一にする姻族の場合（同居に限る）は、血族に準ずる。 

 ２ 葬祭のために遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算

することができる。 
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別紙第１ 

＜シフト勤務時間＞ 

１．フルタイム職員  （勤務時間：１日 ７時間４５分） 

    （休憩時間：１２時００分～１３時００分） 

 

 【Ａ勤】標準勤務時間帯 

    ８時３０分～１７時１５分 

 【Ａ´勤】あいさつ運動実施日 

    ７時３０分～１６時１５分 

 【ＡＮ勤】夜間会議実施日 

   １０時３０分～１７時１５分、１９時００分～２１時００分 

 【ＡＮ´勤】夜間会議実施日 

    ８時３０分～１５時１５分、１９時００分～２１時００分 

 【半Ａ勤】半日出勤（午前勤務） 

    ８時３０分～１２時３０分 

 【半Ａ´勤】半日出勤（午後勤務） 

   １３時１５分～１７時１５分 

 

２．パートタイム職員  （勤務時間：１日 ６時間００分） 

    （休憩時間：１２時００分～１３時００分） 

 

 【Ｂ勤】標準勤務時間帯（早出） 

    ８時３０分～１５時３０分 

 【Ｄ勤】標準勤務時間帯（遅出） 

   １０時１５分～１７時１５分 

 【Ｂ´勤】あいさつ運動実施日 

    ７時３０分～１４時３０分 

 【Ｅ勤】夜間会議実施日 

    ８時３０分～１２時３０分、１９時００分～２１時００分 

 【Ｆ勤】夜間会議実施日 

   １３時１５分～１７時１５分、１９時００分～２１時００分 

 【半Ｂ勤】半日出勤（午前勤務） 

    ８時３０分～１１時３０分 

 【半Ｄ勤】半日出勤（午後勤務） 

   １４時１５分～１７時１５分 

 


